
宣 言 日 令和4年6月3日

住 所 埼玉県鴻巣市本町４－１－１５

県 内 企 業 等 の 名 称 埼玉養蜂株式会社

代 表 者 役 職 氏 名 代表取締役　清水　俊有

はＳＤＧｓの内容を理解し、ＳＤＧｓ達成に向けた

三側面 ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組

経済

定年後も安心して働ける会社をつくり雇用の継
続をおこなっていく

＜２０２１年＞
６５歳以上　３名/３９名

＜2030年に向けた指標＞

８名

＜取組開始３年後に向けた指標＞

５名

①子ども食堂に対して「食材」や「備品」の支援
をおこなう
②各団体への寄付件数を増やす

＜2021年の数値＞
①支援回数：３回（１回につき約４万円）
②寄付件数：１件

＜2030年に向けた指標＞

①支援回数：１０回　　　②寄付件数：５件

＜取組開始３年後に向けた指標＞

①支援回数：５回　　　②寄付件数：３件

【記載留意点】
・本様式は県のホームページで公開致しますので、様式を修正したり加工しないで御使用ください。
・（様式第３号）ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の基本的取組事項（要件２）に記載いただいた取組内容を踏まえ、「環境」「社会」
「経済」の三側面の全てについて、「ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組」を記載してください。
・指標は原則として数値目標を記載してください。
・ＳＤＧｓのターゲット年である２０３０年に向けた指標をベースにして、取組開始から３年後に向けた指標を記載してください。
・ＳＤＧｓ達成に向けた重点的な取組の項目には、可能な限り現時点での数値を御記入ください。

(様式第２号)

指　標

＜2030年に向けた指標＞

①１５％（1,818㎡/12,121㎡）

＜取組開始３年後に向けた指標＞
環境

①1３%（1,575㎡/12,121㎡）

工場内の空いている土地に緑化推進をおこな
う

＜２０２１年の数値＞
全体の10%（1,212㎡/12,121㎡）

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書（要件１）

記

　当社は経営理念である「社会的責任を意識して企業活動を行う」に基づき行動し、地域社会の発展に貢献する。こ
の考え方は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と同じ方向を目指すものであり、社員ひとりひとりが誠実に事業活動に
取り組むことにより、ＳＤＧｓの達成に貢献していく。

埼玉養蜂株式会社

取組方針を下記のとおり宣言します。

ＳＤＧｓ達成に向けた県内企業等の取組方針

社会


